
７．騒音・振動関係データ 
 
 

７－１４ 自動車騒音対策の体系 

 

 

 発生源対策 

（１）自動車騒音の大きさの許容限度の強化 

（２）整備不良車に対する取締りの実施 

 

交通流対策 

（１）生活の場における交通対策の推進 

生活道路等における大型自動車の通行禁止規制 

歩行者の交通規制 

（２）幹線道路等における交通対策の推進 

最高速度規制等の交通規制 

 

道路構造対策 

（１）路面の改良 

低騒音舗装の敷設、路面の補修 

（２）遮音壁・植樹帯の設置 

 

沿道対策 

（１）緩衝空間の確保等 

公園・緑地の配置、緩衝建築物の整備・立地誘導 
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